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プロバイダ責任制限法による
発信者情報開示

１　発信者情報開示請求
　インターネット上の不当な匿名投稿（侵害情

報）により他人の権利を侵害した場合、その侵害

情報の投稿が故意又は過失によるものであれば、

投稿者は被害者に対し不法行為に基づく損害賠償

責任を負いますが（民法709条）、被害者は損害賠

償請求の前提として侵害情報投稿者の特定が必要

になります。

　特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限

及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ

責任制限法）は、侵害情報を削除しないなどのプ

ロバイダの不作為または侵害情報を削除するなど

のプロバイダの作為に関するプロバイダの損害賠

償責任の制限と発信者情報（侵害情報投稿者の氏

名、住所、電話番号、メールアドレス、IP アド

レス等）の開示請求権及びその行使方法について

規定しており、同法に基づき発信者情報を得て投

稿者を特定することができます。

　同法は令和３年４月21日に改正され、投稿者特

定のための新たな制度が設けられました。この改

正は令和４年10月１日から施行されています。

２　発信者情報開示命令制度の創設
　従来から、発信者情報開示請求の開示要件とし

て、侵害情報の流通によって請求者の権利が侵害

されたことが明らかであり、かつ損害賠償請求の

行使その他開示を受けるべき正当な理由があるこ

とが必要であるとされていましたが（改正前プロ

バイダ責任制限法第４条第１項１号、２号）、こ

の要件は改正法でも変わりありません（改正後同

法第５条１項１号、２号）。

　プロバイダに対する発信者情報の開示請求は裁

判外で行うこともできますが、プロバイダが任意

に開示することは稀であり、通常は裁判手続きに

よることになります。

　当社が販売する商品について誹謗中傷する SNS 上の匿名の投稿があり、それ
が拡散した結果、当社の商品の販売数が激減しました。誹謗中傷の投稿をした者
に対し、損害賠償請求することを検討していますが、匿名の投稿者の特定はどの
ようにするのでしょうか。
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　プロバイダに対する発信者情報の開示請求と一

口に言っても、プロバイダには侵害情報が書き込

まれる掲示板や SNS などのサービスを提供する

事業者（コンテンツプロバイダ、以下「CP」）と

侵害情報の通信を媒介する通信事業者（アクセス 

プロバイダ、以下「AP」）があり、匿名投稿につ 

いて投稿者を特定するには、CP に対する侵害情 

報投稿の IP アドレス等の発信者情報開示仮処分

命令を申し立てて通信記録の開示を受けた後に、

その通信記録に基づいて AP に対して侵害情報投

稿者の氏名、住所等の開示を求めて訴訟を提起し

開示を受けるという２段階の裁判手続きが必要で

あるほか、手続きの間に発信者情報が保存期間経

過により消去されてしまうことがあることから、

AP への消去禁止の仮処分命令の申し立ても必要

になり、手続きに要する時間と費用が被害者に

とって大きな負担となっていました。

　改正法は、裁判所が主導し当事者の負担が訴訟

より軽減される非訟事件手続として発信者情報開

示命令及びこれに付随する提供命令及び消去禁止

命令の制度を設けました。

　被害者（自己の権利を侵害されたとする者）は、

CP に対する侵害情報投稿の IP アドレス等の発

信者情報開示命令（改正後同法８条）を申し立て

るとともに、これを本案とする提供命令と消去禁

止命令を申し立てます。CP は裁判所の提供命令

に基づき申立人に対し問題となる AP の名称等の

情報を提供します（改正後同法15条１項１号イ）。

　AP の名称等の情報を提供された申立人は、そ

の情報に基づき当該 AP に対する侵害情報投稿者

の氏名、住所等の発信者情報開示命令を申し立て、

これを本案とする消去禁止命令を申し立てます

（改正後同法16条１項）。

　AP に対する発信者情報開示命令の申立ては、

CP に対する発信者情報開示命令の申立てと併合

され一つの手続きで審理されます。

　その後、AP に対する発信者情報開示命令を申

し立てたことを申立人が CP に通知すると、裁判

所の提供命令に基づき CP は AP に対して侵害情

報の投稿にかかる IP アドレス等の発信者情報を

直接提供することになります（改正法15条１項２

号）。CP から提供された IP アドレス等の発信者

情報によってAPは侵害情報投稿者を特定できる

ようになり、APとしてその投稿者の氏名、住所

等が判明します。裁判所の開示命令に基づきAP

はその投稿者の氏名、住所等を申立人に開示する

ことになります。

３　開示請求の範囲の見直し
　twitter などのサービスを利用するためにログ

インが必要になるログイン型サービスの CPは、

ログイン時の IP アドレス等の情報を保有してい

ても、ログイン後侵害情報投稿時の IP アドレス

等の情報は保有していないことがあり、その場合

は投稿者を特定するには侵害情報投稿にかかるロ

グイン時の IP アドレス等の情報（以下「ログイ

ン時情報等」）が必要になります。改正前の法文

上このような投稿者のログイン時情報等が開示対

象となる発信者情報に該当するか、投稿者のログ

イン時情報等を媒介したAPが開示義務を負う開

示関係役務提供者に該当するかなどの点で争いが

あり、改正前のプロバイダ責任制限法の規定の仕

方ではログイン型サービス上の侵害情報について

十分な対応ができない状況にありました。

　改正法は、ログイン型サービスにおける侵害情

報投稿にかかるログイン時の通信等を侵害関連通

信、ログイン時情報等を特定発信者情報として

（改正後同法５条１項）、被害者は CPに特定発信

者情報の開示を請求し、APに特定発信者情報を

もとに発信者情報を開示請求できることとしまし

た（改正後同法５条２項）。ただし、特定発信者

情報の開示については、前述の二つの開示要件に

加えて、CP が権利侵害投稿に付随する発信者情

報を保有していないなどの補充的要件（改正後同

法５条１項３号）を充足することが必要とされて

います。
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